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はじめに 

 

ニュージーランドは、地震や火山活動の活発であり、世界の地震の約 75%が発

生していると言われている、環太平洋地震帯の中に位置している。このため日本

や米国カリフォルニア州と同様に地震活動や火山活動が盛んである。 
 
日本の兵庫県南部地震（1995）、台湾の集々地震（1999）、トルコのイズミット

地震（1999）など、1990 年後半において大地震が頻発しており、地震保険に対す

る関心が世界的に高まっている。そのような世界情勢の中、ニュージーランドの

地震保険制度は世界の関心を引く地震保険制度の一つである。 
 
ニュージーランドではワイララパ／ウェリントンの地震（1942）など、過去の

大地震の被災経験から地震保険の必要性を痛感し、日本や米国カリフォルニア州

の地震保険制度とは異なる世界でも特異な地震保険制度を発展させてきた。この

地震保険制度の特徴は、火災保険に強制付帯する保険であること、そして支払総

額が地震委員会の支払能力を超過するとその超過部分を政府が全額を負担すると

ころにある。地震保険が付帯している火災保険は、強制保険ではないが、90%以

上の住宅所有者が加入していることも特徴的である。 
 
この報告書は、ニュージーランドの地震保険制度をまとめたものであり、この

国の実情を理解してもらう意味で地理的環境、地震危険等の説明も併せて記載し

た。なお、本報告書は 2007 年 1 月～2 月の調査に基づいたものである。 
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